
急
増
す
る
Ｃ
Ｓ
Ｒ
国
際
基
準
・
規
格
と

Ｉ
Ｓ
Ｏ
に
よ
る
規
格
化
の
検
討

近
年
の
内
外
に
お
け
る
企
業
の
社
会
的
責
任

（
Ｃ
Ｓ
Ｒ
）へ
の
関
心
の
高
ま
り
を
受
け
、
経
済

協
力
開
発
機
構（
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
）や
国
際
連
合
等
の

国
際
機
関
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
で
は
、
Ｃ
Ｓ
Ｒ
に
関
す

る
国
際
基
準
・
規
格
の
改
訂
・
制
定
の
動
き
が

相
次
い
で
い
る
。
一
説
に
は
、
現
在
、
二
五
〇

以
上
の
基
準
・
規
格
が
あ
る
と
言
わ
れ
る
が
、

そ
の
中
で
も
、Ｉ
Ｓ
Ｏ
９
０
０
０
、１
４
０
０
０

シ
リ
ー
ズ
を
は
じ
め
、
日
本
企
業
の
認
証
取
得

件
数
が
非
常
に
多
い
こ
と
か
ら
、
わ
が
国
で
特

に
注
目
さ
れ
て
い
る
の
が
、
Ｉ
Ｓ
Ｏ
に
お
け
る

Ｃ
Ｓ
Ｒ
規
格
化
の
動
き
で
あ
る
（
注
１
）
。

こ
れ
ま
で
の
検
討
の
経
緯

二
〇
〇
一
年
四
月
、
Ｉ
Ｓ
Ｏ
理
事
会
は
、
傘

下
の
消
費
者
政
策
委
員
会（
Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ｏ
Ｌ
Ｃ
Ｏ
）

に
対
し
、
Ｃ
Ｓ
Ｒ
に
つ
い
て
国
際
規
格
の
策
定

が
実
現
可
能
か
、
ま
た
必
要
性
が
あ
る
か
を
調

査
、
検
討
す
る
よ
う
諮
問
し
た
。
二
〇
〇
二
年

六
月
に
開
催
さ
れ
た
Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ｏ
Ｌ
Ｃ
Ｏ
総
会
は
、

Ｉ
Ｓ
Ｏ
９
０
０
０
や
Ｉ
Ｓ
Ｏ
１
４
０
０
０
の
経

験
に
基
づ
き
、
Ｃ
Ｓ
Ｒ
に
つ
い
て
も
Ｉ
Ｓ
Ｏ
が

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
シ
ス
テ
ム
規
格
を
作
成
す
る

こ
と
が
望
ま
し
い
し
可
能
で
あ
る
な
ど
を
内
容

と
す
る
報
告
書
を
採
択
し
、
マ
ル
チ
・
ス
テ
ー

ク
ホ
ル
ダ
ー
・
ボ
デ
ィ
ー
（
注
２
）
を
設
置
し
て
、
Ｃ
Ｓ

Ｒ
の
規
格
化
の
実
現
可
能
性
に
つ
い
て
さ
ら
に

検
討
す
る
よ
う
推
奨
す
る
決
議
を
行
っ
た（
本

誌
二
〇
〇
二
年
八
月
号
参
照
）。

同
年
九
月
に
開
催
さ
れ
た
Ｉ
Ｓ
Ｏ
理
事
会

は
、
Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ｏ
Ｌ
Ｃ
Ｏ
の
勧
告
に
基
づ
き
、
Ｉ

Ｓ
Ｏ
の
技
術
管
理
評
議
会
（
Ｔ
Ｍ
Ｂ
）
に
対
し

て
、
Ｃ
Ｓ
Ｒ
戦
略
諮
問
グ
ル
ー
プ
〔Strategic

A
dvisory

G
roup

（
Ｓ
Ａ
Ｇ
（
注
３
）
）〕を
設
置
し
、�
Ｃ

Ｓ
Ｒ
に
関
す
る
規
格
化
の
是
非
、
�
規
格
化
作

業
の
対
象
範
囲
、
�
規
格
の
種
類
に
つ
い
て
検

討
し
て
、
そ
の
結
果
を
報
告
す
る
よ
う
求
め
た
。

二
〇
〇
三
年
一
月
お
よ
び
二
月
に
開
催
さ
れ

た
Ｓ
Ａ
Ｇ
で
検
討
を
重
ね
た
結
果
、
�
Ｃ
Ｓ
Ｒ

に
関
す
る
国
際
基
準
・
規
格
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

等
の
現
状
を
国
際
的
に
調
査
し
た
上
で
、
報
告

書（T
echnicalR

eport：

Ｔ
Ｒ
）を
作
成
す
る

こ
と
、
�
そ
の
後
、
Ｉ
Ｓ
Ｏ
で
規
格
化
を
行
う

こ
と
に
関
す
る
正
当
化
作
業
を
行
う
こ
と
、
�

規
格
化
が
正
当
化
さ
れ
れ
ば
、
自
己
宣
言
基
準

と
し
て
使
用
さ
れ
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
シ
ス
テ

ム
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
規
格
の
策
定
を
開
始
す
る

こ
と
等
の
内
容
が
Ｔ
Ｍ
Ｂ
に
お
い
て
了
承
さ
れ
、

同
年
三
月
理
事
会
へ
の
報
告
を
経
て
Ｔ
Ｒ
の
作

成
が
進
む
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
の
後
、
三
回
の
Ｓ
Ａ
Ｇ
会
合
を
経
て
、
二

〇
〇
四
年
四
月
に
開
催
さ
れ
た
第
五
回
Ｓ
Ａ
Ｇ

会
合
で
は
、
Ｔ
Ｒ
の
内
容
お
よ
び
Ｔ
Ｍ
Ｂ
に
対

す
る
Ｓ
Ａ
Ｇ
の
勧
告
内
容
が
討
議
さ
れ
、
そ
の

結
果
を
踏
ま
え
て
修
正
さ
れ
た
Ｔ
Ｒ
お
よ
び
Ｓ

Ａ
Ｇ
の
勧
告
が
Ｉ
Ｓ
Ｏ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で

公
表
さ
れ
た
（
注
４
）
。

Ｓ
Ａ
Ｇ
勧
告
の
内
容

Ｓ
Ａ
Ｇ
の
勧
告
は
、
Ｔ
Ｍ
Ｂ
か
ら
検
討
委
託

を
受
け
た
�
Ｉ
Ｓ
Ｏ
は
Ｃ
Ｓ
Ｒ
の
規
格
化
を
進

め
る
べ
き
か
、
�
進
め
る
場
合
の
作
業
範
囲
と

規
格
の
種
類
、
�
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
対
す
る
勧

告
、
の
三
つ
の
部
分
か
ら
成
る
。

第
一
の
規
格
化
を
進
め
る
べ
き
か
に
つ
い
て

は
、
�
Ｉ
Ｓ
Ｏ
は
Ｃ
Ｓ
Ｒ
が
こ
れ
ま
で
、
Ｉ
Ｓ

Ｏ
が
取
り
扱
っ
て
き
た
対
象
や
課
題
と
は
質
的

に
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
、
�

Ｉ
Ｓ
Ｏ
は
国
連
人
権
宣
言
や
Ｉ
Ｌ
Ｏ
条
約
な
ど

権
威
あ
る
国
際
機
関
が
採
択
し
た
基
準
と
、
民

間
の
自
主
的
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
の
違
い
を
認
識

す
る
な
ど
を
は
じ
め
と
す
る
七
つ
の
条
件
を
満

た
す
場
合
の
み
、
規
格
化
を
進
め
る
べ
き
で
あ

る
と
さ
れ
た
。
第
二
の
規
格
化
を
進
め
る
場
合

の
作
業
範
囲
と
規
格
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
�

適
合
性
評
価
の
た
め
の
規
格
で
は
な
く
ガ
イ
ダ

ン
ス
文
書
と
す
る
こ
と
、
�
企
業
の
み
で
な
く

他
の
組
織
に
も
適
用
で
き
る
も
の
と
す
る
こ

と
、
�
結
果
や
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
改
善
に
繋

が
る
も
の
と
す
る
こ
と
な
ど
の
条
件
が
提
示
さ

れ
た
。
第
三
の
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
勧
告

で
は
、
発
展
途
上
国
の
参
加
を
確
保
す
る
こ

と
、
既
存
の
専
門
委
員
会（
Ｔ
Ｃ
）で
は
な
く
、

新
た
な
Ｔ
Ｃ
を
設
立
し
て
検
討
す
る
こ
と
な
ど

が
提
言
さ
れ
た
。

わ
が
国
の
対
応

わ
が
国
で
は
、
二
〇
〇
二
年
十
二
月
に
経
済

産
業
省
標
準
課
の
委
託
に
よ
り
日
本
規
格
協
会

に
「
Ｃ
Ｓ
Ｒ
標
準
委
員
会
」
が
設
置
さ
れ
、
わ

が
国
と
し
て
の
対
応
を
検
討
し
て
い
る（
委
員

長
松
本
恒
雄
一
橋
大
学
教
授
）。
同
委
員
会
に

ISOにおけるCSR規格化を巡る主な動き

２００１年４月 ISO理事会決議（COPOLCOにおける調査を指示）

２００２年６月 第２４回COPOLCO総会（報告書を採択）

２００２年９月 ISO理事会（TMBの下に戦略諮問グループを新設）

２００２年１２月 「CSR標準委員会」設置（わが国の対応を検討）

２００３年１月～ 戦略諮問グループ（SAG）会合（第１回～第５回）
２００４年４月

２００４年６月２１～２２日 ISO SR国際会議 （於：ストックホルム）

２３日 TMB会合（CSR規格化の今後の方針を決定）

COPOLCO 消費者政策委員会

SAG 戦略諮問グループ

TC 専門委員会

TMB 技術管理評議会

TR 技術報告書

海
外
に
お
け
る
Ｃ
Ｓ
Ｒ
を
め
ぐ
る
動
向

―
国
際
標
準
化
機
構（
Ｉ
Ｓ
Ｏ
）に
お
け
る
規
格
化
の
検
討
―

企業はCSR（企業の社会的責任）にどう取り組むべきか特集
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は
、
産
業
界
、
消
費
者
、
学
識
経
験
者
等
が
委

員
と
し
て
参
加
し
て
い
る
。
日
本
経
団
連
か
ら

も
代
表
が
参
加
し
て
、
Ｃ
Ｓ
Ｒ
は
規
格
化
・
法

制
化
に
は
馴
染
ま
な
い
、
企
業
の
自
主
的
取
り

組
み
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る

等
の
日
本
経
団
連
の
考
え
を
主
張
し
て
い
る
。

Ｉ
Ｓ
Ｏ
国
際
会
議
の
開
催

こ
う
し
た
約
三
年
間
に
及
ぶ
検
討

は
、
本
年
六
月
、
一
つ
の
山
場
を
迎

え
る
。
Ｉ
Ｓ
Ｏ
中
央
事
務
局
の
主
催

で
、
マ
ル
チ
・
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー

ズ
の
参
加
に
よ
る
Ｃ
Ｓ
Ｒ
に
関
す
る

国
際
会
議
が
六
月
二
十
一
日
か
ら
二

十
二
日
に
か
け
て
、
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル

ム
で
開
催
さ
れ
、
国
際
会
議
に
お
け

る
マ
ル
チ
・
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の

意
見
を
踏
ま
え
、
そ
の
後
、
引
き
続

き
開
催
さ
れ
る
Ｔ
Ｍ
Ｂ
に
お
い
て
Ｉ

Ｓ
Ｏ
の
今
後
の
Ｃ
Ｓ
Ｒ
規
格
化
の
方

針
が
決
定
さ
れ
る
。

同
国
際
会
議
に
は
、
日
本
経
団
連

か
ら
の
代
表
を
含
む
産
業
界
に
加
え
、

政
府
、
消
費
者
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
の
各
分

野
の
代
表
八
名
が
日
本
を
代
表
し
て

出
席
す
る
。
ま
た
、
国
際
会
議
の
分

科
会
で
は
、
産
業
界
の
立
場
か
ら
日

本
経
団
連
社
会
的
責
任
経
営
部
会
委
員
の
深
田

静
夫
オ
ム
ロ
ン
顧
問
に
よ
る
基
調
講
演
も
予
定

さ
れ
て
お
り
、
企
業
行
動
憲
章
の
改
定
な
ど
の

日
本
経
団
連
の
活
動
や
わ
が
国
企
業
の
Ｃ
Ｓ
Ｒ

へ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
、
国
際
的
に
発
信
す

る
予
定
で
あ
る
。（

日
本
経
団
連
国
際
経
済
本
部

二
〇
〇
四
年
六
月
十
一
日
記
）

（注）２００３年１月現在

（
注
１
）Ｉ
Ｓ
Ｏ
で
は
、
社
会
的
責
任
は
営
利
企
業
の

み
で
な
く
、
国
際
機
関
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
政
府
機
関
等
あ

ら
ゆ
る
組
織
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
現
在
で
は

Ｃ
Ｓ
Ｒ
で
は
な
く
、
Ｓ
Ｒ
と
い
う
用
語
に
統
一
し
て

い
る
が
、
本
稿
で
は
便
宜
上
、
Ｃ
Ｓ
Ｒ
を
用
い
る
。

（
注
２
）労
働
組
合
、
企
業
、
規
格
設
定
主
体
、
Ｎ
Ｇ

Ｏ
、
消
費
者
団
体
等
の
関
係
者
で
構
成
。

（
注
３
）Ｃ
Ｓ
Ｒ
に
関
す
る
Ｓ
Ａ
Ｇ
は
、
ア
ジ
ア
・
オ

セ
ア
ニ
ア
、
欧
州
、
ア
フ
リ
カ
、
南
北
ア
メ
リ
カ
の

地
域
の
代
表
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
国
際
機
関
な
ど
の
多
様
な

分
野
の
代
表
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
わ
が
国
か
ら
は

ア
ジ
ア
・
オ
セ
ア
ニ
ア
地
域
の
代
表
と
し
て
麗
澤
大

学
の
高
巌
教
授
が
委
員
に
就
任
し
た
。

（
注
４
）Ｉ
Ｓ
Ｏ
国
際
会
議
な
ら
び
に
Ｓ
Ａ
Ｇ
勧
告

の
内
容
は
、http://w

w
w
.iso.org/iso/en/info/

C
onferences/SR

C
onference/report.htm

に

掲
載
。

ISOの機構

適合評価委員会（CASCO）

発展途上国対策委員会（DEVCO）

消費者政策委員会（COPOLCO）

標準物質委員会（REMCO）

専門委員会（Technical Committee）

分科委員会（Sub―Committee）

作業グループ（Working Group）

総会（General Assembly）
１４６カ国、年１回

理事会（Council）
１８カ国、年２回

技術管理評議会
（Technical Management Board）

１２カ国、年３回
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